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注 
 (

1) 
『
後
漢
書
』
列
伝
三
十
二 

光
武
十
王 

東
平
憲
王
蒼
伝
「
臣
聞
時
令
、
盛
春
農
事
、

不
聚
衆
興
功
。
傳
曰
、
田
獵
不
宿
、
食
飲
不
享
、
出
入
不
節
、
則
木
不
曲
直
。
此
失
春

令
者
也
」 

(

2) 

『
白
虎
通
義
』
五
祀
「
月
令
、
春
言
其
祀
戸
、
祭
先
脾
、
夏
言
其
祀
竈
、
祭
先
肺
、

秋
言
其
祀
門
、
祭
先
肝
、
冬
言
其
祀
井
、
祭
先
腎
、
中
央
言
其
祀
中
霤
、
祭
先
心
。
春

祀
戸
、
祭
所
以
時
。
先
脾
者
、
何
。
脾
者
、
土
也
。
春
木
主
、
煞
土
、
故
以
所
勝
祭
之

也
。
是
冬
腎
、
六
月
心
、
非
所
勝
者
。
以
祭
、
何
。
以
為
土
位
在
中
央
、
至
尊
、
故
祭

以
心
。
心
者
藏
之
尊
者
。
水
最
卑
、
不
得
食
其
所
勝
」 

月
令
を
素
直
に
読
め
ば
、
春

の
祭
祀
で
脾
臓
を
先
に
供
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
脾
臓
は
木
に
属
す
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
脾
を
土
に
配
当
し
た
上
で
、「
木
勝
土
」
の
論
理
で
そ
れ
を
付
会
し
て
い
る
。
脾

臓
を
土
に
配
当
す
る
の
は
、
欧
陽
尚
書
や
医
学
の
説
で
あ
り
、
月
令
の
説
で
は
な
い
。

『
礼
記
正
義
』
月
令
疏
引
『
駁
五
経
異
義
』「
今
文
尚
書
歐
陽
説
、
肝
、
木
也
。
心
、

火
也
。
脾
、
土
也
。
肺
、
金
也
。
腎
、
水
也
…
…(
中
略)

…
…
今
醫
病
之
法
、
以
肝
爲

木
、
心
爲
火
、
脾
爲
土
、
肺
爲
金
、
腎
爲
水
」 

 

一
、
修
母
致
子
説 

(

1) 

建
武
二
年
に
王
朝
の
徳
を
火
徳
と
定
め
（
『
後
漢
書
』
帝
紀
一
上 

光
武
紀
上
）
、
そ

し
て
、
封
禅
の
際
の
詔
で
も
、
自
ら
を
帝
堯
の
余
福
に
預
か
る
者
と
述
べ
た
（
『
続
漢

書
』
祭
祀
志
上 

劉
昭
注
引
『
東
観
漢
記
』
）
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
土
徳
説

が
駆
逐
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
王
充
は
土
徳
説
を
支
持
し
た
（『
論
衡
』
験
符
）
。 

な
お
、
福
井
重
雅
氏
は
、
建
武
七
年
の
杜
林
上
疏
の
記
事
（
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
上

及
び
『
後
漢
書
』
列
伝
十
七 

杜
林
伝
）
を
以
っ
て
、
後
漢
初
期
の
時
点
で
堯
後
説
が

正
式
に
否
定
さ
れ
、
左
伝
派
の
学
者
の
み
が
堯
後
説
・
火
徳
説
を
主
張
し
続
け
た
も
の

と
み
な
す
（
「
班
固
の
思
想 

上
」、『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
―
―
儒
教
の
官
学
化
を
め

ぐ
る
定
説
の
再
検
討
―
―
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。
た
だ
、
杜
林
が
述
べ
た
の

は
、
漢
朝
を
興
隆
さ
せ
た
の
が
高
祖
で
あ
っ
て
堯
で
は
な
い
こ
と
、
堯
を
祭
る
伝
統
が

な
い
こ
と
、
民
心
を
混
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
旧
制
に
従
う
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
光
武
帝

は
こ
の
上
疏
に
従
っ
て
堯
を
郊
祀
す
る
こ
と
を
止
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
劉
氏
の
血
筋
を

遡
れ
ば
堯
に
至
る
と
い
う
こ
と
や
、
漢
が
火
徳
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
封
禅
の
時
の
詔
か
ら
、
そ
の
後
も
堯
後
を
自
認
し
続
け
た
こ
と
が
分
か
る
。 

(

2) 

た
だ
し
、
公
孫
述
は
、
孔
為
赤
制
を
漢
の
有
限
を
主
張
す
る
根
拠
と
し
た
。『
春
秋
』

が
隠
公
か
ら
哀
公
ま
で
の
十
二
公
を
記
述
す
る
こ
と
と
、
漢
が
高
祖
か
ら
平
帝
ま
で
で

あ
る
こ
と
と
が
一
致
す
る
と
い
う
（『
後
漢
書
』
列
伝
三 

公
孫
述
伝
）。 

(

3) 

哀
公
十
四
年
「
制
春
秋
之
義
、
以
俟
後
聖
」 
(

4) 

三
代
改
制
質
文
篇
「
春
秋
應
天
作
新
王
之
事
、
時
正
黒
統
」、
符
瑞
篇
「
有
非
力
之

所
能
致
而
自
至
者
、
西
狩
獲
麟
、
受
命
之
符
是
也
。
然
後
託
乎
春
秋
正
不
正
之
間
、
而

明
改
制
之
義
」 

(

5) 

後
漢
の
張
衡
が
、「
若
夏
侯
勝
・
眭
孟
之
徒
、
以
道
術
立
名
、
其
所
述
著
、
無
讖
一

言
。
劉
向
父
子
、
領
校
祕
書
、
閲
定
九
流
、
亦
無
讖
録
。
成
哀
之
後
、
乃
始
聞
之
…
…

(

中
略)

…
…
諸
言
讖
者
、
皆
不
能
説
至
於
王
莽
簒
位
、
漢
世
大
禍
、
八
十
篇
何
爲
不
戒
。

則
知
、
圖
讖
成
於
哀
平
之
際
也
」
と
述
べ
る
（
『
後
漢
書
』
列
伝
四
十
九 

張
衡
伝
）
。

後
に
、
『
文
心
雕
龍
』
や
『
尚
書
正
義
』
も
そ
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
（
正
緯
篇
「
通

儒
討
覈
、
謂
起
哀
平
」
、
周
書 

洪
範 

疏
「
緯
候
之
書
、
不
知
誰
作
。
通
人
計
覈
、
謂

僞
起
哀
平
」
）。
そ
れ
よ
り
も
遡
る
と
考
え
る
説
も
あ
る
が
（
姜
忠
奎
『
緯
史
論
微
』
巻

一
に
諸
説
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
）、
張
衡
の
説
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。 

(

6) 

『
後
漢
書
』
列
伝
六
十
九
下 

儒
林
下 

薛
漢
伝
「
建
武
初
爲
博
士
、
受
詔
校
定
圖

讖
」 

(

7) 

『
後
漢
書
』
列
伝
五 

鄧
晨
伝
「
王
莽
末
、
光
武
嘗
與
兄
伯
升
及
晨
、
俱
之
宛
、
與

穰
人
蔡
少
公
等
讌
語
。
少
公
頗
學
圖
讖
、
言
劉
秀
當
爲
天
子
。
或
曰
、
是
國
師
公
劉
秀

乎
。
光
武
戲
曰
、
何
用
知
非
僕
邪
。
坐
者
皆
大
笑
、
晨
心
獨
喜
」 

(

8) 

同
書
帝
紀
一
上 

光
武
紀
上
「
光
武
先
在
長
安
時
同
舎
生
彊
華
、
自
闗
中
奉
赤
伏
符

曰
、
劉
秀
發
兵
、
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
、
龍
鬬
野
、
四
七
之
際
、
火
爲
主
」
。
こ
の
文

は
、
高
祖
か
ら
二
百
二
十
八
年
後
（「
二
十
八
」
＝
「
四
七
」）
に
光
武
帝
劉
秀
が
決
起

し
、
火
徳
漢
を
再
興
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
「
河
図
赤
伏
符
」
と
し

て
封
禅
の
際
に
も
使
用
さ
れ
た
。
な
お
、
陳
蘇
鎮
「
漢
室
復
興
的
政
治
文
化
意
義
―
―

讖
緯
和
《
公
羊
》
學
對
東
漢
政
治
的
影
響
」（『
《
春
秋
》
與”

漢
道”

：
兩
漢
政
治
與
政
治

文
化
研
究
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
光
武
帝
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
光
武
帝
の
た
め
に
解
釈
が
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

陳
氏
に
拠
る
と
、
こ
の
「
劉
秀
發
兵
捕
不
道
、
四
夷
雲
集
龍
鬪
野
、
四
七
之
際
火
爲
主
」

は
、
も
と
も
と
高
祖
（
「
劉
季
」
）
が
獲
麟
の
二
百
七
十
五
年
後
（
約
二
百
八
十
＝
「
四

七
」）
に
即
位
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
だ
っ
た
と
云
う
。 
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(
9) 

讖
緯
の
流
行
に
つ
い
て
紹
介
し
た
先
行
研
究
は
数
多
い
が
、
井
ノ
口
哲
也
「
後
漢

時
代
に
お
け
る
五
経
と
讖
緯
」
（『
後
漢
経
学
研
究
会
論
集
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
二
年
）

が
多
く
の
資
料
を
引
き
つ
つ
、
簡
明
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
井
ノ
口
氏
の
こ
の

研
究
は
、
皇
帝
権
力
と
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
讖
緯
が
興
隆
し
た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、

讖
緯
が
「
五
経
」
に
関
与
し
、
五
つ
の
経
を
束
ね
る
紐
帯
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。 

(

10) 

火
徳
説
を
述
べ
る
讖
緯
の
文
言
は
、
光
武
帝
封
禅
の
刻
石
文
に
多
く
見
え
る
（
『
続

漢
書
』
祭
祀
志
上
）
。
堯
後
説
に
つ
い
て
は
、『
尚
書
中
候
』
に
「
卯
金
刀
帝
出
、
復
堯

之
常
」
（
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
哀
公
十
四
年
疏
引
『
中
候
』
。
「
卯
金
刀
」
＝
「
劉
」
）

と
有
る
の
が
代
表
例
で
あ
る
。 

(

11) 

例
え
ば
、
張
衡
の
上
疏
が
讖
緯
同
士
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
後
漢
書
』
列
伝

四
十
九 

張
衡
伝
） 

(

12) 

安
居
香
山
「
劉
漢
関
係
緯
書
の
五
徳
終
始
説
」（
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
『
緯
書
の

基
礎
的
研
究
』
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）
は
、
緯
書
資
料
中
に
、
漢
を
火
徳
以

外
の
徳
に
配
す
る
も
の
が
無
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
多
く
が
光
武
帝
時
に
形
成
さ
れ
た
と

い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。 

(

13) 

『
後
漢
書
』
に
、
薛
漢
が
讖
緯
の
校
定
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
（
列
伝
六
十
九
下 

儒

林
下 

薛
漢
伝
）、
光
武
帝
が
尹
敏
に
讖
緯
か
ら
王
莽
関
連
の
内
容
を
削
除
さ
せ
る
よ
う

命
じ
た
記
事
（
列
伝
六
十
九
上 

儒
林
上 

尹
敏
伝
）
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
漢
朝
正
統
論
に
関
す
る
文
言
は
、
光
武
帝
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
編
集
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。 

(

14) 

そ
れ
ぞ
れ
、『
後
漢
書
』
列
伝
三 

公
孫
述
伝
の
李
賢
注
、
列
伝
十
九 
郅
惲
伝
の
李

賢
注
に
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
『
隷
釈
』
巻
一
「
魯
相
史
晨
祠
孔
廟
奏
銘
」

引
「
尚
書
考
霊
曜
」
、『
春
秋
公
羊
正
義
』
隠
公
元
年
疏
引
「
春
秋
説
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

(

15) 

「
墨
孔
」
は
、
孔
子
が
黒
徳
（
水
徳
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、『
春

秋
繁
露
』
三
代
改
制
質
文
は
、
『
春
秋
』
を
黒
徳
の
「
新
王
」
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と

述
べ
て
い
る
（
た
だ
し
こ
れ
は
、
黒
・
白
・
赤
の
三
色
の
循
環
モ
デ
ル
で
あ
り
、
五
色

の
五
行
と
は
異
な
る
）
。
孔
子
を
水
徳
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
居
香
山

「『
孔
丘
秘
経
』
考
」（『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』、
前
出
）
に
詳
し
い
。 

(

16) 

『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』
序
疏
引
鄭
玄
『
六
芸
論
』。 

(

17) 

呂
宗
力
「
緯
書
與
西
漢
今
文
學
説
」（
安
居
香
山
編
『
讖
緯
思
想
の
綜
合
的
研
究
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）
、
鍾
肇
鵬
「
讖
緯
與
漢
代
今
文
經
學
」
（
『
讖
緯
論
略
』

遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
が
、
讖
緯
に
公
羊
学
と
共
通
す
る
説
が
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
陳
蘇
鎮
「
漢
室
復
興
的
政
治
文
化
意
義
―
―
讖

緯
和
《
公
羊
》
學
對
東
漢
政
治
的
影
響
」（
『
《
春
秋
》
與”

漢
道”

：
兩
漢
政
治
與
政
治
文

化
研
究
』
、
前
出
）
は
、
讖
緯
の
流
行
に
よ
っ
て
公
羊
学
の
勢
力
が
再
興
し
た
と
論
じ

て
い
る
。 

 
 

な
お
、
讖
緯
に
は
「
公
羊
全
孔
經
」
と
い
う
文
言
ま
で
見
え
（『
初
学
記
』
文
部 

経

典
引
『
春
秋
孔
演
図
』
）、
公
羊
学
を
支
持
す
る
者
達
が
制
作
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。 
(

18) 

『
春
秋
』
哀
公
十
三
年
「
冬
十
有
一
月
、
有
星
孛
于
東
方
」 

『
公
羊
伝
』「
孛
者
、

何
。
彗
星
也
」 

(

19) 

春
秋
緯
の
一
つ
（『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
二
上 

方
術
上 

樊
英
伝 

李
賢
注
「
七
緯

者
…
…(

中
略)

…
…
春
秋
緯
、
演
孔
圖
・
元
命
包
・
文
耀
鉤
…
…
」
）、「
孔
演
図
」
と
も

い
う
。
か
つ
て
は
宋
均
の
注
が
あ
っ
た
。
佚
書
。
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
『
重
修
緯
書

集
成
』
巻
四
上
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
が
輯
佚
し
て
い
る
。
古
代
の
聖
人
に

ま
つ
わ
る
感
生
帝
説
や
瑞
祥
に
つ
い
て
の
文
言
が
多
い
。『
初
学
記
』
獣
部 

麟
の
引
く

『
春
秋
孔
演
図
』
に
は
、
「
蒼
之
滅
也
、
麟
不
榮
也
、
麟
木
精
也
」
と
あ
り
、
麟
の
出

現
が
木
徳
周
の
滅
亡
（「
蒼
之
滅
」）
の
予
兆
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

(

20) 

『
春
秋
』
の
こ
と
。『
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
「
君
子
曷
為
為
春
秋
。
撥
亂
世
」 

(

21) 

『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
哀
公
十
四
年
疏
引
『
尚
書
中
候
』「
卯
金
刀
帝
出
、
復
堯
之

常
」 

(

22) 

『
公
羊
伝
』
哀
公
十
四
年
「
麟
者
仁
獸
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
五
常
の
仁
は
、
五

行
の
木
に
配
当
さ
れ
る
。 

(

23) 

『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
『
五
経
異
義
』。 

(

24) 

『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
哀
公
十
四
年
疏
引
『
五
経
異
義
』。 

(

25) 

『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
『
五
経
異
義
』。 

(

26) 

『
春
秋
左
伝
正
義
』
哀
公
十
四
年
疏
引
『
五
経
異
義
』。 

(

27) 

例
え
ば
、
左
氏
学
興
隆
の
祖
と
謂
え
る
劉
歆
は
、
『
七
略
』
に
於
い
て
、
『
春
秋
』

を
五
常
の
信
に
当
て
て
い
る
（
『
漢
書
』
巻
三
十 

芸
文
志
）
。
信
は
、
一
般
に
五
行
の

土
に
配
当
さ
れ
る
。 

(
28) 
『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
『
五
経
異
義
』「
陳
欽
説
、
麟
西
方
、
毛
蟲
。
孔
子
作
春

秋
、
有
立
言
、
西
方
兌
、
兌
爲
口
、
故
麟
來
」 

(

29) 
『
春
秋
左
伝
正
義
』
哀
公
十
四
年
疏
「
賈
逵
・
服
虔
・
潁
容
等
皆
以
爲
、
孔
子
自

衛
反
魯
、
考
正
禮
樂
、
脩
春
秋
、
約
以
周
禮
。
三
年
文
成
、
致
麟
。
麟
感
而
至
。
取
龍

爲
水
物
、
故
以
爲
脩
母
致
子
之
應
」 
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(
30) 

『
史
記
』
巻
四
十
七 

孔
子
世
家
、
『
春
秋
繁
露
』
符
瑞
、
『
説
苑
』
貴
徳
、
『
春
秋

公
羊
伝
注
疏
』
哀
公
十
四
年
疏
引
「
演
孔
図
」
、『
文
選
』
賦
庚 

班
固
幽
通
賦 

李
注
引

「
春
秋
緯
」
等
。 

(

31) 
『
左
伝
』
杜
預
序
「
麟
鳯
五
靈
、
王
者
之
嘉
瑞
也
。
今
麟
出
非
其
時
、
虚
其
應
而 

失
其
歸
。
此
聖
人
所
以
爲
感
也
。
絶
筆
於
獲
麟
之
一
句
者
、
所
感
而
起
、
固
所
以
爲
終

也
」「
先
儒
以
為
、
制
作
三
年
、
文
成
致
麟
。
既
已
妖
妄
」 

(

32) 

『
春
秋
左
伝
正
義
』
序
疏
引
賈
逵
序
「
孔
子
覽
史
記
、
就
是
非
之
説
、
立
素
王
之

法
」 

(

33) 

『
後
漢
書
』
列
伝
二
十
六 

賈
逵
伝
。 

(

34) 

同
。 

(

35) 

『
左
伝
』
襄
公
二
十
四
年
「
宣
子
曰
、
昔
匄
之
祖
、
自
虞
以
上
、
爲
陶
唐
氏
。
在

夏
、
爲
御
龍
氏
。
在
商
、
爲
豕
韋
氏
。
在
周
、
爲
唐
杜
氏
。
晉
主
夏
盟
、
爲
范
氏
」
・

昭
公
二
十
九
年
「
有
陶
唐
氏
、
既
衰
、
其
後
有
劉
累
」・
文
公
十
三
年
「
秦
人
歸
其
帑
、

其
處
者
爲
劉
氏
」 

な
お
、
班
彪
「
王
命
論
」
も
、
堯
後
の
根
拠
と
し
て
『
左
伝
』
を

挙
げ
て
い
る
（『
漢
書
』
巻
一
百
上 

叙
伝
上
） 

(

36) 

『
左
伝
』
昭
公
十
七
年
。
前
章
第
二
節
を
参
照
。 

(

37) 

『
後
漢
書
』
列
伝
四
十
九 

張
衡
伝
「
往
者
侍
中
賈
逵
、
擿
讖
互
異
三
十
餘
事
。
諸

言
讖
者
、
皆
不
能
説
」。 

(

38) 

『
続
漢
書
』
律
暦
志
中
引
「
賈
逵
論
暦
」
。
堀
池
信
夫
「
律
暦
思
想
の
崩
壊
」（
『
漢

魏
思
想
史
研
究
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
に
詳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

(

39) 

『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
『
五
経
異
義
』。 

(

40) 

鄭
玄
は
「
古
者
、
聖
賢
言
事
、
亦
有
效
。
三
者
取
象
天
地
人
、
四
者
取
象
四
時
、

五
者
取
象
五
行
。
今
云
、
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
、
是
則
當
四
時
、
明
矣
。
虎
不
在
靈

中
、
空
言
西
方
虎
者
、
麟
中
央
得
、
則
無
近
誣
乎
」
と
批
判
し
て
い
る
（
『
礼
記
正
義
』

礼
運
疏
引
『
駁
五
経
異
義
』
）。
つ
ま
り
、
礼
運
に
麟
・
鳳
・
亀
・
龍
を
挙
げ
て
い
る
の

は
、
こ
の
四
者
で
四
季
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

虎
も
合
わ
せ
て
五
方
・
五
行
と
い
う
の
は
有
り
得
な
い
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。 

(

41) 

月
令
で
は
、
春
・
夏
・
中
央
土
・
秋
・
冬
に
対
し
、
順
に
鱗
虫
・
羽
虫
・
倮
虫
・

毛
虫
・
介
虫
を
当
て
る
。
ま
た
、『
大
戴
礼
記
』
曾
子
天
円
に
は
、「
毛
蟲
之
精
者
、
曰

麟
。
羽
蟲
之
精
者
、
曰
鳳
。
介
蟲
之
精
者
、
曰
龜
。
鱗
蟲
之
精
者
、
曰
龍
。
倮
蟲
之
精

者
曰
、
聖
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
麟
は
毛
虫
で
あ
り
、
秋
（
金
）

に
当
た
る
。 

(

42) 

『
史
記
』
巻
二
十
七 

天
官
書
「
參
爲
白
虎
」、
同
司
馬
貞
索
隠
引
『
春
秋
文
耀
鉤
』

「
西
宮
白
帝
、
其
精
白
虎
」 

(

43) 

『
芸
文
類
聚
』
山
部
下 

虎
丘
山
引
『
呉
越
春
秋
』
「
闔
廬
死
、
葬
於
國
西
北
、
名

虎
丘
…
…(

中
略)

…
…
傾
水
銀
為
池
、
池
廣
六
十
歩
、
黄
金
珠
玉
為
鳬
鴈
。
專
諸
之
劔
、

魚
腸
三
千
在
焉
。
葬
之
已
三
日
、
金
精
上
陽
、
為
白
虎
、
據
墳
。
故
曰
虎
丘
」
『
古
今

図
書
集
成
』
坤
輿
典 

冢
墓
部 

雑
録
引
『
呉
越
春
秋
』「
闔
閭
葬
虎
丘
、
十
萬
人
治
葬
。

經
三
日
、
金
精
化
爲
白
虎
、
蹲
其
上
。
因
號
虎
丘
」 

(

44) 

『
三
国
志
』
魏
書 

方
技 

管
輅
伝
「
輅
隨
軍
西
行
、
過
毋
丘
儉
墓
下
、
倚
樹
哀
吟
、

精
神
不
樂
。
人
問
其
故
、
輅
曰
、
林
木
雖
茂
、
無
形
可
久
。
碑
誄
雖
美
、
無
後
可
守
。

玄
武
藏
頭
、
蒼
龍
無
足
、
白
虎
銜
尸
、
朱
雀
悲
哭
、
四
危
以
備
、
法
當
滅
族
。
不
過
二

載
、
其
應
至
矣
」 

(

45) 

な
お
、『
左
伝
』
杜
預
序
も
「
麟
鳳
五
靈
、
王
者
之
嘉
瑞
也
」
と
述
べ
、
麟
を
「
五

靈
」
の
一
つ
と
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
孔
穎
達
疏
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
、
礼
運
と
の
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

麟
鳳
與
龜
龍
白
虎
五
者
、
神
靈
之
鳥
獸
、
王
者
之
嘉
瑞
也
…
…(

中
略)

…
…
只
言

麟
鳳
、
便
言
五
靈
者
、
舉
鳳
配
麟
、
足
以
成
句
、
略
其
三
者
、
故
曰
五
靈
。
其
五

靈
之
文
、
出
尚
書
緯
也
。
禮
記
禮
運
曰
、
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
。
不
言
五
者
、

彼
稱
、
四
靈
以
爲
畜
、
則
飲
食
有
由
也
。
其
意
言
、
四
靈
與
羞
物
爲
羣
。
四
靈
既

擾
、
則
羞
物
皆
備
。
龍
是
魚
鮪
之
長
、
鳳
是
飛
鳥
之
長
、
麟
是
走
獸
之
長
、
龜
是

甲
蟲
之
長
。
飲
食
所
須
、
唯
此
四
物
。
四
物
之
內
、
各
舉
一
長
、
虎
麟
皆
是
走
獸
、

故
略
云
四
靈
。
杜
欲
徧
舉
諸
瑞
、
故
備
言
五
靈
也 

(

46) 

『
毛
詩
正
義
』
周
南 

麟
之
址
疏
。 

(

47) 

こ
こ
で
「
以
用
臣
所
致
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
瑞
祥
の
起
こ
り
方
が
、
人
臣
と

君
主
と
で
修
子
致
母
式
か
当
方
来
応
式
か
が
異
な
る
と
い
う
説
で
あ
ろ
う
。
熊
安
生
は
、

「
若
人
臣
官
脩
、
則
脩
母
致
子
之
應
。
左
氏
之
説
是
也
。
若
人
君
脩
其
方
、
則
當
方
來

應
。
孔
子
脩
春
秋
爲
素
王
法
、
以
立
言
、
故
西
方
毛
蟲
來
應
」
と
言
う
（
『
礼
記
正
義
』

礼
運
疏
引
熊
氏
説
）。 

(

48) 

『
毛
詩
正
義
』
大
雅 

生
民
之
什 

巻
阿
疏
。 

(
49) 

『
周
礼
注
疏
』
春
官 

鍾
師
疏
引
『
五
経
異
義
』
「
今
詩
韓
魯
説
、
騶
虞
、
天
子
掌

鳥
獸
官
。
古
毛
詩
説
、
騶
虞
義
獸
、
白
虎
黒
文
、
食
自
死
之
肉
、
不
食
生
物
。
人
君
有

至
信
之
徳
、
則
應
之
。
周
南
終
麟
趾
、
召
南
終
騶
虞
、
俱
稱
嗟
嘆
之
。
是
麟
與
騶
虞
、

皆
獸
名
。
謹
按
、
古
山
海
經
鄒
書
云
、
騶
虞
獸
。
説
與
毛
詩
同
。
是
其
聖
獸
也
」 

(

50) 

『
文
選
』
符
命 

班
孟
堅
典
引
。 

(

51) 

『
五
行
大
義
』
論
五
霊
引
『
月
令
章
句
』。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
貌
恭
體
仁
、
則
鳳
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凰
來
儀
」「
視
明
禮
脩
」「
思
睿
信
立
、
則
白
虎
擾
」
は
「
典
引
」
注
と
字
句
が
共
通
し
、

特
に
「
白
虎
擾
」
は
、
班
固
「
典
引
」
の
「
擾
緇
文
皓
質
於
郊
」
を
反
映
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
蔡
邕
以
前
の
説
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
「
典
引
」
へ

の
注
釈
等
を
通
じ
て
蔡
邕
自
身
が
考
え
出
し
た
言
説
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
修
母
致

子
説
の
発
展
過
程
に
於
い
て
蔡
邕
が
果
た
し
た
役
割
は
、
相
当
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。 

(

52) 

『
春
秋
左
伝
正
義
』
杜
預
序
疏
引
服
虔
説
。 

(

53) 

『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
服
虔
注
。 

(

54) 

『
春
秋
左
伝
正
義
』
哀
公
十
四
年
疏
引
服
虔
説
。 

(

55) 

『
五
経
異
義
』
に
は
『
春
秋
』・
麟
を
い
ず
れ
も
金
に
配
当
す
る
陳
欽
の
説
が
引
か

れ
て
お
り
（
前
掲
注
参
照
）、
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
も
こ
れ
を
支
持
す
る
（
『
礼
記
正

義
』
礼
運
疏
）
。『
世
説
新
語
』
文
学
に
記
さ
れ
る
鄭
玄
・
服
虔
邂
逅
説
話
の
信
憑
性
は

と
も
か
く
と
し
て
、
服
虔
『
春
秋
左
氏
伝
解
誼
』
が
鄭
玄
の
説
を
参
照
し
た
可
能
性
は

高
い
。 

(

56) 

立
言
の
説
を
な
し
た
陳
欽
は
賈
護
の
系
統
に
あ
る
左
伝
学
者
で
、
賈
逵
が
連
な
る

劉
歆
の
系
統
と
は
別
の
学
派
で
あ
っ
た
（『
後
漢
書
』
列
伝
二
十
六 

陳
元
伝
）。 

(

57) 

『
経
学
歴
史
』
経
学
極
盛
時
代
。 

(

58) 

五
徳
終
始
説
が
、
五
行
相
勝
の
順
に
よ
る
鄒
衍
説
か
ら
五
行
相
生
の
順
に
よ
る
劉

向
・
劉
歆
説
に
転
換
し
た
こ
と
は
、
王
朝
の
符
瑞
に
つ
い
て
様
々
な
新
説
を
生
ん
だ
。

と
り
わ
け
讖
緯
に
は
多
く
の
言
が
見
え
、
漢
の
火
徳
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、

ま
た
例
え
ば
周
の
木
徳
に
つ
い
て
も
、「
蒼
耀
稷
生
、
感
迹
昌
」（
『
毛
詩
正
義
』
大
雅 

生

民
之
什 

生
民
疏
引
『
尚
書
中
候
』
稷
起
）
、
「
殷
紂
之
時
、
五
星
聚
於
房
。
房
者
蒼
神

之
精
、
周
據
而
興
」
（
『
芸
文
類
聚
』
符
命
部 

符
命
引
『
春
秋
元
命
苞
』
）
等
と
言
う
。 

 
 

た
だ
、
周
に
つ
い
て
は
、
鄒
衍
説
で
は
火
徳
と
さ
れ
て
お
り
、
『
尚
書
』
に
も
そ
れ

に
関
連
す
る
説
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
董
仲
舒
「
賢
良
対
策
」
が
受

命
の
符
の
例
と
し
て
「
書
曰
、
白
魚
入
于
王
舟
、
有
火
復
于
王
屋
、
流
爲
烏
」
と
述
べ

て
お
り
（
『
漢
書
』
巻
五
十
六 

董
仲
舒
伝
）
、
ま
た
賈
逵
が
『
尚
書
』
に
つ
い
て
上
疏

し
た
文
に
も
「
流
爲
烏
」
と
い
う
句
が
引
か
れ
て
い
た
と
い
う
（『
尚
書
正
義
』
虞
書 

堯

典
疏
）
。
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
符
瑞
は
、
漢
代
の
『
尚
書
』
に

は
確
か
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
逸
話
が
周
の
火
徳
を
示
す
も
の
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。 

 
 

こ
の
赤
烏
の
符
に
つ
い
て
、
周
を
木
徳
と
し
て
説
明
す
る
た
め
に
、
讖
緯
は
説
話
の

内
容
を
改
変
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
季
秋
、
赤
雀
銜
丹
書
、
入
酆
、
止
于
昌
戸
。
昌
拜

稽
首
、
受
最
曰
、
姫
昌
、
蒼
帝
子
」
と
言
う
（『
芸
文
類
聚
』
符
命
部 

符
命
引
『
尚
書

中
候
』
）
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
同
じ
説
話
に
よ
っ
て
周
の
木
徳
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
「
烏
有
孝
名
。
武
王
卒
父
大
業
、
故
烏
瑞
臻
」
と
し
て
赤
烏
を
単
に
孝
の
現

れ
と
す
る
場
合
も
あ
る
（
『
史
記
集
解
』
巻
四 

周
本
紀
注
引
鄭
注
『
尚
書
』
引
「
尚
書

説
」、『
太
平
御
覧
』
羽
族
部 

烏
引
『
尚
書
緯
』）。 

 
 

も
し
修
母
致
子
説
に
よ
っ
て
こ
の
説
話
を
解
釈
す
れ
ば
、「
周
（
木
）
―
→
赤
烏
（
火
）」

と
な
り
、
明
快
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
説
は
現
存
の
資
料
で
は
見
当
た
ら
な
い
。 
(

59) 

天
文
抄
本
で
は
「
酸
」
に
作
る
と
い
う
（
中
村
璋
八
『
五
行
大
義
校
註
』
、
汲

古
書
院
、
一
九
八
四
年
）
。
こ
れ
に
従
う
。 

 

二
、
月
令
に
関
す
る
諸
問
題 

(

1) 

『
五
行
大
義
』
論
配
蔵
府
の
引
く
『
五
経
異
義
』
で
は
「
尚
書
夏
侯
歐
陽
説
」
と

な
っ
て
い
る
。 

(

2) 

『
黄
帝
内
経
素
問
』
六
節
蔵
象
論
「
心
者
、
生
之
本
、
神
之
變
也
。
其
華
在
面
、

其
充
在
血
脉
、
爲
陽
中
之
太
陽
、
通
於
夏
氣
。
肺
者
、
氣
之
本
、
魄
之
處
也
。
其
華
在

毛
、
其
充
在
皮
、
爲
陽
中
之
太
陰
、
通
於
秋
氣
。
腎
者
、
主
蟄
、
封
藏
之
本
、
精
之
處

也
。
其
華
在
髮
、
其
充
在
骨
、
爲
陰
中
之
少
陰
、
通
於
冬
氣
。
肝
者
、
罷
極
之
本
、
魂

之
居
也
。
其
華
在
爪
、
其
充
在
筋
、
以
生
血
氣
、
其
味
酸
、
其
色
蒼
、
此
爲
陽
中
之
少

陽
、
通
於
春
氣
」 

『
五
行
大
義
』
論
配
蔵
府
の
『
素
問
』
に
も
、
類
似
の
文
面
が
見

え
る
。
医
家
に
よ
る
五
臓
の
配
当
に
つ
い
て
は
、
山
田
慶
児
「
医
学
の
伝
授
」（
『
夜
鳴

く
鳥
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
氏
「
九
宮
八
風
説
と
「
風
」
の
病
因
論
」（『
中

国
医
学
の
起
源
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
、
林
克
「
『
黄
帝
内
経
』
に
お
け
る
陰

陽
説
か
ら
陰
陽
五
行
説
へ
の
変
容
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
第
三
十
号
、
一
九

九
一
年
）
を
参
照
。 

(

3) 

『
五
行
大
義
』
論
配
蔵
府
引
『
孝
経
援
神
契
』「
肝
仁
、
故
目
視
。
肺
義
、
故
鼻
候
。

心
禮
、
故
耳
司
。
腎
信
、
故
竅
冩
。
脾
智
、
故
口
誨
」 

『
太
平
御
覧
』
人
事
部
四 

形

体
引
『
孝
経
援
神
契
』「
肝
仁
、
肺
義
、
腎
志
、
心
禮
、
膽
㫁
、
脾
信
、
膀
胱
决
難
」  

な
お
、
前
者
で
は
腎
臓
に
信
、
脾
臓
に
智
を
当
て
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
常
の
信
・

智
を
そ
れ
ぞ
れ
五
行
の
水
・
土
に
当
て
る
考
え
方
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
。
緯
書
に
よ
く

見
ら
れ
る
説
で
あ
る
。『
易
緯
乾
鑿
度
』「
夫
萬
物
始
出
於
震
、
震
東
方
之
卦
也
、
陽
氣

始
生
、
受
形
之
道
也
、
故
東
方
爲
仁
。
成
於
離
、
離
南
方
之
卦
也
、
陽
得
正
於
上
、
陰

得
正
於
下
、
尊
卑
之
象
定
、
禮
之
序
也
、
故
南
方
爲
禮
。
入
於
兌
、
兌
西
方
之
卦
也
、

陰
用
事
、
而
萬
物
得
其
宜
、
義
之
理
也
、
故
西
方
爲
義
。
漸
於
坎
、
坎
北
方
之
卦
也
、
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陰
氣
形
、
盛
陰
陽
氣
含
閉
、
信
之
類
也
、
故
北
方
爲
信
。
夫
四
方
之
義
、
皆
統
於
中
央
、

故
乾
坤
艮
巽
位
在
四
維
、
中
央
所
以
繩
四
方
行
也
、
智
之
決
也
、
故
中
央
爲
智
」 

『
五

行
大
義
』
論
禽
蟲
引
『
鉤
命
訣
』
「
失
仁
則
龍
麟
不
舞
、
失
禮
則
鸞
鳳
不
翔
、
失
智
則

黄
龍
不
見
、
失
義
則
白
虎
不
出
、
失
信
則
元
龜
不
見
」 

『
礼
記
正
義
』
王
制
疏
引
「
孝

経
説
」「
木
性
則
仁
、
金
性
則
義
、
火
性
則
禮
、
水
性
則
信
、
土
性
則
知
」 

(

4) 

『
白
虎
通
義
』
情
性
引
『
春
秋
元
命
苞
』「
目
者
、
肝
之
使
。
肝
者
、
木
之
精
、
蒼

龍
之
位
也
。
鼻
者
、
肺
之
使
。
肺
者
、
金
之
精
、
制
割
立
斷
。
耳
者
、
心
之
候
。
心
者
、

火
之
精
、
上
爲
張
星
。
陰
者
、
腎
之
寫
。
腎
者
、
水
之
精
、
上
爲
虚
危
。
口
者
、
脾
之

門
戸
。
脾
者
、
土
之
精
、
上
爲
北
斗
、
主
變
化
者
也
」『
五
行
大
義
』
論
配
蔵
府
引
『
春

秋
元
命
苞
』「
目
、
肝
使
。
肝
氣
仁
而
外
照
」 

(

5) 

釈
形
体
「
肝
、
幹
也
、
五
行
屬
木
」 

た
だ
し
、
他
の
臓
器
に
つ
い
て
は
、
腎
臓
が

水
に
属
す
る
こ
と
を
説
く
の
み
で
あ
る
（「
腎
、
引
也
。
腎
屬
水
」）。 

(

6)
 

『
白
虎
通
疏
証
』
は
「
特
」
に
作
る
が
、
四
部
叢
刊
本
『
白
虎
通
徳
論
』
に
基
づ

い
て
「
時
」
に
改
め
る
。 

(

7)
  

『
白
虎
通
義
』
は
性
情
篇
に
て
、
「
五
藏
、
肝
仁
、
肺
義
、
心
禮
、
腎
智
、
脾
信

…
…(

中
略)

…
…
肺
者
、
金
之
精
…
…(

中
略)

…
…
肝
、
木
之
精
也
…
…(

中
略)

…
…
心
、

火
之
精
也
…
…(

中
略)

…
…
腎
者
、
水
之
精
…
…(
中
略)
…
…
脾
者
、
土
之
精
也
」
と
明

言
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
行
篇
で
は
、
肝
臓
・
肺
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
行
な

っ
て
い
る
。 

木
所
以
浮
、
金
所
以
沈
、
何
。
子
生
於
母
之
義
。
肝
所
以
沈
、
肺
所
以
浮
、
何
。

有
知
者
、
尊
其
母
也
。 

こ
の
『
白
虎
通
義
』
の
五
行
篇
で
は
、
様
々
な
事
物
を
五
行
に
配
当
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
自
然
現
象
と
人
倫
と
に
同
一
の
規
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
論
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
肝
・
肺
の
浮
沈
を
論
じ
る
の
も
、
ま
た
そ
の
一
環
で
あ
る
。 

(

8) 

『
淮
南
子
』
時
則
訓
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。 

(

9) 

『
淮
南
子
』
の
高
注
に
も
、
や
は
り
「
心
、
火
也
、
用
所
勝
也
」
と
あ
る
。 

(

10) 

劉
歆
が
「
於
易
、
兌
爲
羊
。
木
爲
金
所
病
、
故
致
羊
旤
」
と
し
、
木
の
不
調
に
よ

っ
て
金
に
属
す
る
羊
が
異
常
を
起
こ
す
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。 

(

11) 

班
固
の
批
判
に
も
問
題
が
あ
り
、
鷄
が
易
（
説
卦
伝
）
に
於
い
て
巽
（
木
）
に
属

す
る
か
ら
貌
（
木
）
に
配
当
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
説
卦
伝
に
於
い
て
兌
（
金
）
に
属

す
る
羊
を
視
（
貌
）
に
配
当
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
矛
盾
し
て
い
る
。 

(

12) 

「
四
時
食
宜
・
食
禁
を
め
ぐ
る
議
論
と
五
行
説
―
―
四
季
と
五
味
・
五
行
の
つ
な

が
り
」
（
武
田
時
昌
編
『
陰
陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス 

思
想
編
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
、
二
〇
一
一
年
） 

(

13) 

こ
こ
で
は
土
を
各
季
節
の
末
尾
に
置
い
て
い
る
、
つ
ま
り
十
二
支
で
言
え
ば
丑
・

辰
・
未
・
戌
が
土
に
当
た
る
。 

(

14) 

十
二
生
肖
は
、
既
に
放
馬
灘
秦
墓
出
土
竹
簡
『
日
書
』
に
見
え
、
盗
人
探
し
の
占

い
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
』
（
中
華
書

局
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。 

(

15) 

小
林
信
明
「
洪
範
五
行
傳
攷
」
、
『
中
国
上
代
陰
陽
五
行
思
想
の
研
究
』
、
講
談
社
、 

一
九
五
一
年
。 

(

16) 

島
邦
男
「
漢
初
十
二
紀
」
、『
五
行
思
想
と
禮
記
月
令
の
研
究
』、
汲
古
書
院
、
一
九

七
一
年
。 

(

17) 

『
礼
記
』
月
令 

鄭
玄
注
所
引
。 

(

18) 

『
続
漢
書
』
祭
祀
志 

劉
昭
注
所
引
。
そ
の
他
、
銀
雀
山
漢
簡
『
迎
四
時
』
に
も
、

五
音
の
配
当
は
異
な
る
が
、
類
似
の
文
言
が
見
え
る
。 

(

19) 

皮
錫
瑞
『
尚
書
大
伝
疏
証
』
が
詳
細
に
指
摘
し
て
い
る
他
、
陳
侃
理
氏
が
「
東
方

之
極
」
部
分
に
つ
い
て
簡
明
な
対
照
表
を
作
っ
て
い
る
（「
《
洪
範
五
行
傳
》
與
《
洪
範
》

災
異
論
」『
国
学
研
究
』
第
二
十
六
巻
、
二
〇
一
〇
年
）。 

 
 

こ
こ
で
は
、
東
方
に
関
す
る
部
分
を
例
に
、
そ
れ
を
示
す
。 

東
方
之
極
、
自
竭
石
山
、
東
至
日
出
榑
木
之
野
、
帝
太
皥
・
神
句
芒
司
之
。
自
冬

日
至
數
四
十
六
日
、
迎
春
于
東
堂
、
距
邦
八
里
、
堂
高
八
尺
、
堂
階
八
等
、
青
税

八
乗
、
旂
旐
尚
青
、
田
車
載
矛
、
號
曰
助
天
生
。
倡
之
以
角
、
舞
之
以
羽
、
此
迎

春
之
樂
也
。
孟
春
之
月
、
御
青
陽
左
个
、
禱
用
牡
、
索
祀
於
艮
隅
。
貌
必
恭
、
厥

休
時
雨
。
朔
令
曰
、
挺
羣
禁
、
開
閉
闔
、
通
窮
室
、
達
障
塞
、
待
優
游
、
其
禁
毋

伐
林
木
。
仲
春
之
月
、
御
青
陽
正
室
、
牲
先
脾
、
設
主
於
戸
、
索
祀
于
震
正
。
朔

令
曰
、
棄
怒
惡
、
解
役
罪
、
免
優
患
、
休
罰
刑
、
閉
關
梁
、
其
禁
田
獵
不
宿
、
飲

食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
。
季
春
之
月
、
御
青
陽
右
个
、
薦

用
鮪
、
索
祀
于
巽
隅
。
朔
令
曰
、
宣
庫
財
、
和
外
怨
、
撫
四
方
、
行
柔
惠
、
止
剛

强
、
九
門
磔
禳
、
出
疫
于
郊
、
以
禳
春
氣
。 

「
東
方
之
極
、
自
竭
石
山
」「
帝
太
皥
・
神
句
芒
司
之
」「
挺
羣
禁
、
開
閉
闔
、
通
窮
室
、

達
障
塞
、
待
優
游
」
「
棄
怒
惡
、
解
役
罪
、
免
優
患
、
休
罰
刑
、
閉
關
梁
」
「
宣
庫
財
、

和
外
怨
、
撫
四
方
、
行
柔
惠
、
止
剛
强
」
は
『
淮
南
子
』
時
則
訓
の
東
方
の
令
、
「
自

冬
日
至
數
四
十
六
日
、
迎
春
于
東
堂
、
距
邦
八
里
、
堂
高
八
尺
、
堂
階
八
等
、
青
税
八

乗
、
旂
旐
尚
青
、
田
車
載
矛
、
號
曰
助
天
生
。
倡
之
以
角
、
舞
之
以
羽
、
此
迎
春
之
樂

也
」
は
『
皇
覧
』
や
『
迎
四
時
』、
「
御
青
陽
左
个
」「
其
禁
毋
伐
林
木
」「
青
陽
正
室
」
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「
青
陽
右
个
」
は
月
令
、
「
貌
必
恭
、
厥
休
時
雨
」
は
『
尚
書
』
洪
範
、
「
田
獵
不
宿
、

飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
」
は
『
洪
範
五
行
伝
』
に
見
え
る
字

句
・
内
容
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
孟
春
が
「
艮
隅
」
、
仲
春
が
「
震
正
」、
季
春
が
「
巽
隅
」
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
『
周
易
』
説
卦
に
よ
る
八
卦
の
方
位
へ
の
割
り
当
て
に
基
づ
い
て
お
り
、
月
令
・

時
則
訓
・『
皇
覧
』・『
洪
範
五
行
伝
』
の
い
ず
れ
に
も
見
え
な
い
。 

(

20) 

時
則
訓
「
季
夏
之
月
…
…(

中
略)

…
…
爲
民
祈
福
…
…(

中
略)

…
…
命
婦
官
染
采
、 

黼
黻
文
章
、
青
黄
白
黑
、
莫
不
質
良
…
…
」「
中
央
之
極
、
自
昆
侖
東
絶
兩
恆
山
…
…(

中 

略)

…
…
黄
帝
・
后
土
之
所
司
者
、
萬
二
千
里
…
…
」 

『
洪
範
五
行
伝
』「
治
宮
室
、
飾

臺
榭
、
内
淫
亂
、
犯
親
戚
、
侮
父
兄
、
則
稼
穡
不
成
」 

(

21) 

陳
氏
前
掲
論
文
「
這
一
部
分
的
作
者
，
將
《
淮
南
子
・
時
則
》
中
十
二
月
令
和
五

位
元
的
部
分
整
合
起
來
加
以
縮
編
，
把
東
西
南
北
四
位
之
令
各
自
一
分
爲
三
，
拆
入
對

應
的
三
個
月
，
而
《
時
則
》“
中
央
”
之
令
由
於
無
處
安
放
只
好
割
愛
」 

(

22) 

『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
・『
礼
記
』
月
令
は
、
『
淮
南
子
』
時
則
訓
と
は
異
な
り
、

季
夏
を
南
方
火
に
属
さ
せ
、
中
央
土
と
明
確
に
分
離
す
る
。
こ
れ
ら
に
於
い
て
は
、「
季

夏
之
月
」
に
つ
い
て
「
天
子
居
明
堂
右
个
」
と
述
べ
、
孟
夏
・
仲
夏
と
同
様
に
「
明
堂
」

に
居
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、「
中
央
土
」
で
は
「
太
廟
太
室
（
大
廟
大
室
）」
に
居

る
と
述
べ
て
い
る
。
「
五
行
伝
月
令
」
が
「
季
夏
之
月
」
に
「
明
堂
右
个
」
を
割
り
当

て
た
の
は
、
こ
れ
と
共
通
す
る
。 

(

23) 

時
則
訓
「
南
方
之
極
…
…(

中
略)

…
…
其
令
曰
…
…(

中
略)
…
…
起
毀
宗
、
立
無
後
、

封
建
侯
、
立
賢
輔
」 

(

24) 

『
呂
氏
春
秋
』
季
夏
紀
「
中
央
土
、
其
日
戊
巳
、
其
帝
黄
帝
…
…(
中
略)

…
…
其

祀
中
霤
、
祭
先
心
」
、『
淮
南
子
』
時
則
訓
「
季
夏
之
月
、
招
揺
指
未
、
昏
心
中
、
旦
奎

中
。
其
位
中
央
、
其
日
戊
巳
、
盛
徳
在
土
…
…(

中
略)

…
…
其
祀
中
霤
、
祭
先
心
」 

(

25) 

相
原
健
右
「
『
春
秋
繁
露
』
偽
書
説
に
関
す
る
一
考
察
」（『
後
漢
経
学
研
究
会
論
集
』

第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。 

(

26) 

鄧
紅
氏
は
「
九
篇
全
体
を
貫
く
天
道
原
則
を
み
て
み
る
と
、
五
行
九
篇
は
一
つ
の

分
割
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
」
と
述
べ
る
（
「
五
行
」
、
『
董
仲
舒

思
想
の
研
究
』
、
人
と
文
化
社
、
一
九
九
五
年
）。
し
か
し
、
例
え
ば
治
水
五
行
篇
・
五

行
順
逆
篇
の
二
篇
を
較
べ
る
と
、
重
複
し
た
文
面
が
多
く
、
一
貫
し
て
い
な
い
。 

 
 

な
お
、
福
井
重
雅
氏
は
、
董
仲
舒
「
賢
良
対
策
」
の
研
究
か
ら
、
董
仲
舒
の
説
を
骨

子
と
し
つ
つ
も
、
後
人
に
よ
る
説
を
増
補
付
加
し
て
集
大
成
さ
れ
た
「
董
仲
舒
書
」
な

る
文
献
が
、
後
漢
期
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
（
「
董
仲
舒
の
対

策
の
再
検
討
」
、『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
―
―
儒
教
の
官
学
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検

討
―
―
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
。
『
春
秋
繁
露
』
も
、
こ
の
よ
う
な
「
董
仲
舒

書
」
か
ら
派
生
・
形
成
さ
れ
た
た
め
に
、
重
複
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

(

27) 

時
則
訓
「
孟
冬
之
月
…
…(

中
略)

…
…
修
羣
禁
、
禁
外
徙
、
閉
門
閭
、
大

客
、
斷

罰
刑
、
殺
當
罪
、
阿
上
亂
法
者
誅
」 

(

28) 

治
水
五
行
篇
「
水
用
事
、
閉
門
閭
、
大
搜
索
、
斷
刑
罰
、
執
當
罪
、
飭
關
梁
、
禁 

外
徙
、
無
決
隄
」 

こ
の
治
水
五
行
篇
は
、
一
年
を
七
十
二
日
ご
と
の
五
季
（
「
木
」「
火
」

「
土
」「
金
」「
水
」）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
令
を
説
く
篇
で
あ
る
。 

(

29) 

『
洪
範
五
行
伝
』「
簡
宗
廟
、
不
禱
祠
、
廢
祭
祀
、
逆
天
時
、
則
水
不
潤
下
」 

(

30) 

『
淮
南
子
』
時
則
訓
「
仲
春
之
月
…
…(

中
略)

…
…
去
桎
梏
…
…
」「
東
方
之
極
…

…(

中
略)

…
…
其
令
曰
、
挺
羣
禁
、
開
閉
闔
、
通
窮
窒
、
達
障
塞
…
…
」 

『
春
秋
繁
露
』

治
水
五
行
篇
「
木
用
事
、
則
行
柔
惠
、
挺
群
禁
。
至
於
立
春
、
出
輕
擊
、
去
稽
留
、
除

桎
梏
、
開
門
闔
、
存
幼
孤
、
矜
寡
獨
、
無
伐
木
」 

(

31) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
「
説
曰
、
木
、
東
方
也
…
…(

中
略)

…
…
若
乃
田
獵
馳
騁
不
反
宮
室
、
飲
食
沈
湎
不
顧
法
度
、
妄
興
繇
役
以
奪
民
時
、
作
爲

姦
詐
以
傷
民
財
、
則
木
失
其
性
矣
。
蓋
工
匠
之
爲
輪
矢
者
多
傷
敗
、
及
木
爲
變
怪
、
是

爲
木
不
曲
直
」 

一
方
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
文
は
、
「
田
獵
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入

不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、
則
木
不
曲
直
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
五
行
順
逆

篇
の
「
出
入
不
時
」
は
、
『
五
行
伝
』
の
「
出
入
不
節
」
に
近
い
。
故
に
、
よ
り
正
確

に
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
と
「
説
曰
」
の
内
容
を
両
方
と
も
踏
ま
え
た
も
の
と
、
謂
う

べ
き
で
あ
る
。 

(

32) 

陳
氏
前
掲
論
文
「『
洪
範
五
行
傳
』
與
『
洪
範
』
災
異
論
」。 

(

33) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
「
孝
武
時
、
夏
侯
始
昌
通
五
經
、
善

推
五
行
傳
、
以
傳
族
子
夏
侯
勝
、
下
及
許
商
、
皆
以
教
所
賢
弟
子
。
其
傳
、
與
劉
向
同
。

唯
劉
歆
傳
獨
異
」 

(

34) 

「
王
者
與
臣
無
禮
、
貌
不
肅
敬
、
則
木
不
曲
直
、
而
夏
多
暴
風
。
風
者
、
木
之
氣

也
、
其
音
角
也
、
故
應
之
以
暴
風
。
王
者
言
不
從
、
則
金
不
從
革
…
…(

中
略)

…
…
王

者
視
不
明
、
則
火
不
炎
上
…
…(

中
略)

…
…
王
者
聽
不
聰
、
則
水
不
潤
下
…
…(

中
略)

…
…
王
者
心
不
能
容
、
則
稼
穡
不
成
…
…
」 

(

35) 
「
五
事
。
一
曰
貌
、
二
曰
言
、
三
曰
視
、
四
曰
聽
、
五
曰
思
。
何
謂
也
。
夫
五
事

者
、
人
之
所
受
命
於
天
也
、
而
王
者
所
修
而
治
民
也
…
…(

中
略)

…
…
王
者
、
貌
曰
恭
、

恭
者
敬
也
。
言
曰
從
、
從
者
可
從
。
視
曰
明
、
明
者
知
賢
不
肖
、
分
明
黑
白
也
。
聽
曰

聰
、
聰
者
能
聞
事
而
審
其
意
也
。
思
曰
容
、
容
者
言
無
不
容
。
恭
作
肅
、
從
作
乂
、
明
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作
哲
、
聰
作
謀
、
容
作
聖
。
何
謂
也
。
恭
作
肅
、
言
王
者
誠
能
内
有
恭
敬
之
姿
、
而
天

下
莫
不
肅
矣
…
…
」 

(

36) 
『
尚
書
』
洪
範
「
貌
曰
恭
」「
恭
作
肅
」 

(

37) 
具
体
的
な
中
身
は
異
な
る
が
、
例
え
ば
『
淮
南
子
』
時
則
訓
に
も
、
あ
る
季
節
に

他
の
季
節
の
時
令
を
用
い
た
際
に
生
じ
る
禍
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
『
洪
範

五
行
伝
』
は
季
節
を
問
題
と
せ
ず
、
為
政
者
が
常
に
五
行
・
五
事
・
皇
極
全
て
を
良
い

状
態
で
保
つ
こ
と
を
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
そ
も
そ
も
趣
旨
を
異
に
す
る
。 

(

38) 

『
尚
書
』
洪
範
「
言
曰
從
」
「
從
作
乂
」
。
『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中

之
上
「
乂
、
治
也
」 

(

39) 

「
死
者
精
神
放
越
…
…(
中
略)

…
…
孝
子
得
盡
禮
焉
」
を
、
影
蜀
本
（
景
印
宋
蜀

大
字
本
。『
百
衲
本
廿
四
史
』
に
収
録
）・
影
北
監
本
（
景
印
南
宋
紹
興
間
江
南
重
刊
北

宋
監
本
。
『
仁
寿
本
二
十
五
史
』
に
収
録
）
は
「
死
者
精
神
放
越
不
反
者
、
故
爲
之
廟

以
收
散
、
爲
之
貌
以
收
其
魂
神
、
而
孝
子
得
盡
禮
焉
」
に
作
る
。
中
華
書
局
校
点
本
は

毛
氏
汲
古
閣
本
・
武
英
殿
本
に
拠
っ
て
「
者
」
字
を
削
り
、
「
其
」
字
を
補
う
。
こ
れ

に
従
う
。
な
お
、
覆
南
監
本
（
『
南
斉
書
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
〇
年
。
松
会
堂
覆
万

暦
中
南
監
刊
本
を
影
印
）
・
金
陵
書
局
本
（
金
陵
書
局
同
治
刊
本
）
は
「
死
者
精
神
放

越
不
反
、
聖
人
爲
之
宗
廟
、
以
收
其
魂
氣
、
春
秋
祭
祀
、
而
孝
子
得
盡
禮
焉
」
に
作
り
、

漢
志
の
文
言
に
更
に
近
い
。 

(

40) 

「
簡
宗
廟
、
不
禱
祠
、
廢
祭
祀
、
逆
天
時
、
則
水
不
潤
下
」 

(

41) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
上 

五
行
志
上
「
説
曰
、
水
、
北
方
、
終
臧
萬
物
者
也
。
其
於

人
道
、
命
終
而
形
臧
、
精
神
放
越
、
聖
人
爲
之
宗
廟
、
以
收
魂
氣
、
春
秋
祭
祀
、
以
終

孝
道
…
…(

中
略)

…
…
霧
水
暴
出
、
百
川
逆
溢
、
壞
郷
邑
、
溺
人
民
、
及
淫
雨
傷
稼
穡
、

是
爲
水
不
潤
下
」 

(

42) 

な
お
、
南
斉
志
の
引
く
『
伝
』
は
、『
洪
範
五
行
伝
』
も
し
く
は
劉
向
『
洪
範
五
行

伝
論
』
（
南
北
朝
期
に
於
い
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
両
文
献
は
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ

る
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
班
固
が
見
て
漢
志
に
用
い
た
時
の
テ
キ
ス

ト
か
ら
、
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
南
斉
志
の
引
く

『
伝
』
と
、『
魏
書
』
霊
徴
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
及
び
『
隋
書
』
五
行
志
の
引
く
『
洪

範
五
行
伝
』
の
文
を
比
較
す
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
れ
を
示
す
。 

 
 

ま
ず
、
雹
・
降
雪
に
つ
い
て
の
、
漢
志
の
引
く
劉
向
説
（
班
固
当
時
の
『
洪
範
五
行

伝
論
』
の
内
容
）・
南
斉
志
の
引
く
『
伝
』・
後
魏
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
を
順
に
示
す
。 

 

劉
向
以
爲
、
盛
陽
雨
水
、
温
煖
而
湯
熱
、
陰
氣
脅
之
不
相
入
、
則
轉
而
爲
雹
。

盛
陰
雨
雪
、
凝
滯
而
冰
寒
、
陽
氣
薄
之
不
相
入
、
則
散
而
爲
霰
。
故
沸
湯
之
在
閉

器
、
而
湛
於
寒
泉
、
則
爲
冰
、
及
雪
之
銷
、
亦
冰
解
而
散
、
此
其
驗
也
。
故
雹
者

陰
脅
陽
也
、
霰
者
陽
脅
陰
也
。
春
秋
不
書
霰
者
、
猶
月
食
也
。（
漢
志
） 

 
 
 
 

傳
曰
、
雨
雹
、
君
臣
之
象
也
。
陽
之
氣
專
爲
雹
、
陰
之
氣
專
爲
霰
。
陽
專
而
陰

脅
之
、
陰
盛
而
陽
薄
之
。
雹
者
、
陰
薄
陽
之
象
也
。
霰
者
、
陽
脅
陰
之
符
也
。
春

秋
不
書
霰
者
、
猶
月
蝕
也
。（
南
斉
志
） 

洪
範
論
曰
、
陽
之
專
氣
爲
雹
、
陰
之
專
氣
爲
霰
。
此
言
陽
專
而
陰
脅
之
、
陰
專

而
陽
薄
之
、
不
能
相
入
、
則
轉
而
爲
雹
。
猶
臣
意
不
合
於
君
心
也
。（
後
魏
志
） 

（
な
お
、
「
陽
之
專
氣
為
雹
、
陰
之
專
氣
為
霰
」
は
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
天
円
に

同
じ
字
句
が
見
え
る
。
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
） 

 

桓
公
八
年
十
月
、
雨
雪
。
周
十
月
、
今
八
月
也
、
未
可
以
雪
。
劉
向
以
爲
、
時

夫
人
有
淫
齊
之
行
、
而
桓
有
妬
媢
之
心
、
夫
人
將
殺
、
其
象
見
也
。
桓
不
覺
寤
、

後
與
夫
人
俱
如
齊
而
殺
死
。
凡
雨
、
陰
也
、
雪
又
雨
之
陰
也
。
出
非
其
時
、
迫
近

象
也
。（
漢
志
） 

傳
曰
、
大
雨
雪
、
猶
庶
徵
之
常
雨
也
、
然
有
甚
焉
。
雨
、
陰
。
大
雨
雪
者
、
陰

之
畜
積
甚
也
。
一
曰
、
與
大
水
同
象
、
曰
攻
爲
雪
耳
。（
南
斉
志
） 

洪
範
論
曰
、
春
秋
之
大
雨
雪
、
猶
庶
徵
之
恒
雨
也
、
然
尤
甚
焉
。
夫
雨
、
陰
也
、

雪
又
陰
也
。
大
雪
者
、
陰
之
稸
積
盛
甚
也
。
一
曰
、
與
大
水
同
、
冬
故
爲
雪
耳
。

（
後
魏
志
） 

 

基
本
的
に
は
い
ず
れ
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
り
、
つ
ま
り
い
ず
れ
も
劉
向
『
洪
範
五
行
伝

論
』
の
引
文
、
も
し
く
は
そ
れ
に
基
づ
く
記
述
で
あ
る
と
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
中

で
も
、
漢
志
に
較
べ
て
、
南
斉
志
・
後
魏
志
間
の
方
が
文
言
の
差
異
が
少
な
い
。 

 
 

ま
た
、
次
の
例
で
は
、
劉
向
説
と
他
の
者
に
よ
る
説
と
が
錯
綜
し
て
伝
達
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。 

  
 

 
 

（
説
曰
）
於
易
、
乾
爲
君
、
爲
馬
。
馬
任
用
而
彊
力
、
君
氣
毁
、
故
有
馬
禍
。

一
曰
、
馬
多
死
、
及
爲
怪
、
亦
是
也
。（
漢
志
） 

文
帝
十
二
年
、
有
馬
生
角
於
呉
、
角
在
耳
前
、
上
郷
。
右
角
長
三
寸
、
左
角
長

二
寸
、
皆
大
二
寸
。
劉
向
以
爲
、
馬
不
當
生
角
、
猶
呉
不
當
舉
兵
郷
上
也
。
（
漢

志
） 傳

曰
、
易
曰
、
乾
爲
馬
。
逆
天
氣
、
馬
多
死
、
故
曰
有
馬
禍
。
一
曰
、
馬
者
、
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兵
象
也
。
將
有
寇
戎
之
事
、
故
馬
爲
怪
。（
南
斉
志
） 

洪
範
論
曰
、
馬
者
、
兵
象
也
、
將
有
寇
戎
之
事
、
故
馬
爲
怪
也
。（
後
魏
志
） 

 
南
斉
志
の
「
易
曰
、
乾
爲
馬
」
は
漢
志
の
「
説
曰
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
続
く
「
逆
天

氣
、
馬
多
死
、
故
曰
有
馬
禍
」
は
む
し
ろ
異
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
「
一
曰
」
の
説
で

あ
る
。
ま
た
、
後
魏
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
の
内
容
は
、
漢
志
の
引
く
劉
向
説
と
は
異

な
り
（
元
来
の
劉
向
説
は
、
馬
で
は
な
く
角
を
兵
象
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
成
公
七

年
正
月
の
鼷
鼠
が
郊
牛
の
角
を
食
し
た
記
事
に
つ
い
て
、
「
角
、
兵
象
。
在
上
、
君
威

也
」
と
言
う
）
、
南
斉
志
が
「
一
曰
」
と
い
う
異
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
内
容
で
あ

る
。
『
伝
』
・
『
洪
範
論
』
は
、
い
ず
れ
も
、
劉
向
説
と
は
異
な
る
説
と
し
て
引
か
れ
た

文
言
を
、
取
り
入
れ
て
い
る
。 

 
 

後
魏
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
漢
志
・
南
斉
志
に
見
え
な
い
記

述
も
い
く
つ
か
見
え
る
。
つ
ま
り
、
後
魏
志
が
単
に
南
斉
志
か
ら
孫
引
き
し
た
の
で
は

な
く
、
当
時
何
ら
か
の
形
で
伝
わ
っ
た
『
洪
範
五
行
伝
論
』
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

洪
範
論
曰
、
龍
、
鱗
蟲
也
、
生
於
水
。
雲
亦
水
之
象
、
陰
氣
盛
、
故
其
象
至
也
。

人
君
下
悖
人
倫
、
上
亂
天
道
、
必
有
篡
殺
之
禍
。（
後
魏
志
） 

洪
範
論
曰
、
刑
罰
暴
虐
、
取
利
於
下
、
貪
饕
無
厭
、
以
興
師
動
衆
、
取
邑
治
城
、

而
失
衆
心
、
則
蟲
爲
害
矣
。（
後
魏
志
） 

 

な
お
、
前
者
の
「
龍
、
鱗
蟲
也
」
に
は
、
月
令
も
し
く
は
『
劉
歆
伝
』
の
配
当
に
よ
る

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
生
於
水
」
は
前
節
で
考
察
し
た
左
氏
説
、
修
母
致
子

説
に
も
似
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
洪
範
五
行
以
外
の
分
野
で
立
て
ら
れ
た
説
を
も
吸
収

し
て
、『
洪
範
五
行
伝
論
』
の
テ
キ
ス
ト
は
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

『
隋
書
』
巻
十
七
・
十
八
の
五
行
志
は
、『
魏
書
』
霊
徴
志
に
較
べ
、『
漢
書
』
五
行

志
の
体
裁
に
立
ち
返
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
後
魏
志
は
諸
災
異
を
「
地
震
・

山
崩
・
大
風
・
大
水
・
湧
泉
・
雨
雹
・
雪
・
霜
・
無
雲
而
雷
・
鼓
妖
・
雷
・
震
・
霧
・

桃
李
花
（
季
節
外
れ
の
開
花
）
・
火
不
炎
上
・
黒
眚
黒
祥
・
赤
眚
・
青
眚
・
夜
妖
・
人

痾
・
金
沴
・
龍
蛇
之
孽
・
馬
禍
・
牛
禍
・
羊
禍
・
豕
禍
・
鶏
禍
・
羽
虫
之
孽
・
蝗
虫
螟
・

毛
虫
之
孽
」
の
順
に
並
べ
て
い
る
（
こ
れ
ら
は
、
こ
の
順
に
数
項
目
ず
つ
、
大
ま
か
に

地
・
水
・
天
候
・
火
・
色
や
明
暗
・
人
・
像
・
鳥
獣
虫
に
八
分
で
き
る
。
類
書
に
よ
る

分
類
に
似
て
い
る
）
。
一
方
、
隋
志
は
、
五
行
・
五
事
・
皇
極
と
い
う
分
類
に
立
ち
返

っ
て
災
異
を
並
べ
て
い
る
。 

隋
志
の
引
く
『
洪
範
五
行
伝
』
は
、
基
本
的
に
は
『
洪
範
五
行
伝
』
・「
説
曰
」
及
び

劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
の
内
容
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
以
下
、
隋
志
の
引
く
『
洪

範
五
行
伝
』
と
、
漢
志
の
引
く
「
伝
」（
『
洪
範
五
行
伝
』
）・「
説
曰
」
・
劉
向
説
と
を
比

較
し
て
挙
げ
る
。 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
水
者
、
北
方
之
藏
、
氣
至
陰
也
。
宗
廟
者
、
祭
祀
之
象
也
。

故
天
子
親
耕
以
供
粢
盛
、
王
后
親
蠶
以
供
祭
服
、
敬
之
至
也
。
發
號
施
令
、
十
二

月
咸
得
其
氣
、
則
水
氣
順
。
如
人
君
簡
宗
廟
、
不
禱
祀
、
逆
天
時
、
則
水
不
潤
下
。

（
隋
志
） 

傳
曰
、
簡
宗
廟
、
不
禱
祠
、
廢
祭
祀
、
逆
天
時
、
則
水
不
潤
下
。
説
曰
、
水
、

北
方
、
終
臧
萬
物
者
也
。
其
於
人
道
、
命
終
而
形
臧
、
精
神
放
越
、
聖
人
爲
之
宗

廟
、
以
收
魂
氣
、
春
秋
祭
祀
、
以
終
孝
道
…
…
（
中
略
）
…
…
至
發
號
施
令
、
亦

奉
天
時
。
十
二
月
咸
得
其
氣
、
則
陰
陽
調
而
終
始
成
、
如
此
則
水
得
其
性
矣
…
…

（
漢
志
） 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
雷
霆
託
於
雲
、
猶
君
之
託
於
人
也
。
君
不
恤
於
天
下
、
故
兆

人
有
怨
叛
之
心
也
。（
隋
志
） 

史
記
秦
二
世
元
年
、
天
無
雲
而
雷
。
劉
向
以
爲
、
雷
當
託
於
雲
、
猶
君
託
於
臣
、

陰
陽
之
合
也
。
二
世
不
恤
天
下
、
萬
民
有
怨
畔
之
心
。
是
歳
陳
勝
起
、
天
下
畔
、

趙
高
作
亂
、
秦
遂
以
亡
。（
漢
志
） 

 

し
か
し
、
隋
志
に
見
え
る
引
文
の
中
に
は
、
漢
志
中
に
引
か
れ
た
「
説
曰
」
や
劉
向
説

よ
り
も
南
斉
志
の
引
く
『
伝
』
や
後
魏
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
に
近
い
文
言
も
多
い
。

例
え
ば
、
雹
・
馬
に
関
す
る
説
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
南
斉
志
の
引

く
『
伝
』
や
後
魏
志
の
引
く
『
洪
範
論
』
に
近
い
（
南
斉
志
・
後
魏
志
の
文
言
は
前
引
）。 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
雹
、
陰
脅
陽
之
象
也
。 

洪
範
五
行
傳
曰
、
馬
者
、
兵
象
。
將
有
寇
戎
之
事
、
故
馬
爲
怪
。 

洪
範
五
行
傳
曰
、
逆
天
氣
、
故
馬
多
死
。 

 
 

ま
た
、
災
異
の
分
類
に
つ
い
て
も
改
変
が
見
ら
れ
る
。 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
言
之
不
從
、
是
謂
不
乂
。
厥
咎
僭
、
厥
罰
常
陽
、
厥
極
憂
。



 195 

時
則
有
詩
妖
、
時
則
有
毛
蟲
之
孽
、
時
則
有
犬
禍
、
故
有
口
舌
之
痾
、
有
白
眚
白

祥
。
惟
木
沴
金
。 

洪
範
五
行
傳
曰
、
視
之
不
明
、
是
謂
不
知
。
厥
咎
舒
、
厥
罰
常
燠
、
厥
極
疾
。

時
則
有
草
妖
、
時
則
有
羽
蟲
之
孽
、
故
有
羊
禍
、
故
有
目
疾
、
有
赤
眚
赤
祥
。
惟

水
沴
火
。 

 

漢
志
の
引
く
『
五
行
伝
』
で
は
、
「
言
之
不
從
」
に
伴
う
孼
は
「
介
蟲
之
孼
」
、
「
視
之

不
明
」
に
伴
う
孼
は
「
臝
蟲
之
孼
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
言
に
毛
虫
、

視
に
羽
虫
を
当
て
る
の
は
『
劉
歆
伝
』
（
つ
ま
り
月
令
の
影
響
。
第
四
章
第
一
節
を
参

照
）
で
あ
る
。
歴
代
五
行
志
は
、「
言
―
―
介
虫
」「
視
―
―
臝
虫
」
と
い
う
配
当
を
述

べ
る
『
五
行
伝
』
を
冒
頭
に
掲
げ
な
が
ら
も
、
災
異
記
事
の
区
分
で
は
「
言
―
―
毛
虫
」

「
視
―
―
羽
虫
」
と
い
う
分
類
を
採
用
し
て
来
た
が
、
隋
志
の
時
に
は
、
そ
も
そ
も
配

当
を
改
め
た
『
五
行
伝
』
が
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

他
に
も
、
隋
志
の
引
く
『
洪
範
五
行
伝
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
陰
氣
強
積
、
然
後
生
水
雨
之
災
。 

五
行
傳
曰
、
犬
、
守
禦
者
也
。 

洪
範
五
行
傳
曰
、
哭
者
死
亡
之
表
。 

 

い
ず
れ
も
、
漢
志
に
は
全
く
見
え
な
い
説
で
あ
る
。
最
初
の
例
は
後
魏
志
に
「
洪
範
論

曰
、
大
水
者
、
皆
君
臣
治
失
而
陰
氣
稸
積
盛
強
、
生
水
雨
之
災
也
」
と
あ
る
も
の
と
共

通
す
る
。
後
二
者
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
献
に
全
く
見
つ
か
ら
な
い
。 

南
北
朝
隋
唐
期
の
諸
文
献
に
引
か
れ
た
『
洪
範
五
行
伝
論
』
の
文
に
は
、
『
漢
書
』

に
全
く
見
え
な
い
も
の
が
多
く
、
か
つ
災
異
の
解
釈
と
は
直
接
関
係
し
な
い
よ
う
な
も

の
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
例
は
、
釈
物
と
で
も
謂
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。 

 

洪
範
五
行
傳
曰
、
厤
者
、
聖
人
所
以
揆
天
行
而
紀
萬
國
。（
『
北
堂
書
鈔
』
歳
時

部 

暦
） 

尚
書
洪
範
五
行
傳
云
、
夫
握
方
尺
之
鏡
、
處
深
澤
之
下
、
而
上
引
太
清
。
物
類

之
應
、
可
不
慎
耶
。
（
同 

服
飾
部 

鏡
。
陳
禹
謨
校
補
注
本
（
万
暦
二
十
八
年
序

刊
）
は
、「
方
尺
」
を
「
方
諸
」
に
、
「
物
類
之
應
」
を
「
物
類
相
随
」
に
作
る
） 

劉
向
洪
範
五
行
傳
曰
、
天
子
曰
靈
臺
、
諸
侯
曰
時
臺
、
所
以
觀
天
文
之
變
。（
『
初

学
記
』
居
処
部 

台
） 

 

こ
れ
ら
が
全
て
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
に
元
々
あ
る
文
面
で
、
漢
志
に
収
録
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
後
世
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可

能
性
の
方
が
、
十
分
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
洪
範
五
行
伝
』
は
、
切
り
分
け
て
引
用
さ
れ
、
更
に
類
書
的
な
順

序
に
排
列
さ
れ
、
災
異
と
直
接
関
係
の
無
い
文
脈
で
用
い
ら
れ
た
り
、
雑
多
な
文
面
を

加
え
ら
れ
た
り
も
し
た
。
劉
向
が
『
春
秋
』
の
災
異
解
釈
に
『
洪
範
五
行
伝
』
を
用
い

た
の
は
、
災
異
を
分
類
し
て
体
系
的
な
解
釈
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
後
に
は

そ
の
よ
う
な
体
系
性
を
求
め
る
思
考
と
は
関
係
な
く
、
あ
る
一
つ
の
事
物
が
ど
の
よ
う

な
性
質
・
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
事
柄
を
述
べ
る
文
献
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
先
に
考
察
し
た
「
五
行
伝
月
令
」
や
『
春
秋
繁
露
』
諸
篇
に
於
い
て
、
異
な
る

系
統
の
五
行
説
が
融
合
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
が
本
来
持
っ
て
い
た
体
系

性
・
一
貫
性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
似
て
い
る
。 

 

三
、
鄭
玄
の
五
行
説 

(

1) 

字
は
康
成
、
北
海
国
高
密
県
の
人
。
太
学
で
京
房
『
易
伝
』・『
春
秋
公
羊
伝
』・
三

統
暦
・
『
九
章
算
術
』
を
学
び
、
張
恭
祖
よ
り
『
周
礼
』・
『
礼
記
』・
『
春
秋
左
氏
伝
』
・

『
韓
詩
』
・
古
文
『
尚
書
』
を
教
授
さ
れ
た
。
の
ち
、
盧
植
の
紹
介
に
よ
り
馬
融
に
師

事
し
た
。
『
周
易
』
・
『
尚
書
』
・
『
毛
詩
』
・
『
周
礼
』
・
『
儀
礼
』
・
『
礼
記
』
・
『
論
語
』
等

に
注
釈
を
施
し
た
ほ
か
、「
天
文
七
政
論
」・
「
六
芸
論
」
と
い
っ
た
著
作
が
あ
る
（
『
後

漢
書
』
列
伝
二
十
五 

鄭
玄
伝
）
。
藤
堂
明
保
「
鄭
玄
研
究
」
（
蜂
屋
邦
夫
編
『
儀
礼
士

昏
疏
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）
、
吉
川
忠
夫
「
鄭
玄
の
学
塾
」（
川
勝
義
雄
・
礪
波

護
編
『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）
、

間
嶋
潤
一
『
鄭
玄
と
『
周
礼
』
―
―
周
の
太
平
国
家
の
構
想
』
（
明
治
書
院
、
二
〇
一

〇
年
）
を
参
照
。 

(

2) 

『
礼
記
正
義
』
礼
運
疏
引
『
駁
五
経
異
義
』
「
玄
之
聞
也
、
洪
範
五
事
、
二
曰
言
、

言
作
從
、
從
作
乂
。
乂
、
治
也
。
言
、
於
五
行
屬
金
。
孔
子
時
周
道
衰
亡
、
已
有
聖
德

無
所
施
用
。
作
春
秋
以
見
志
、
其
言(

少) [

可]

從
、
以
爲
天
下
法
。
故
應
以
金
獸
…
…(

中

略)
…
…
如
此
、
脩
母
致
子
不
若
立
言
之
説
密
也
」 

『
毛
詩
正
義
』
周
南 

麟
之
趾
疏
引

『
駁
五
経
異
義
』
は
「
其
言
少
從
」
を
「
其
言
可
從
」
に
作
る
。
こ
れ
に
従
う
。 

(

3) 
月
令
の
「（
中
央
土
）
其
蟲
倮
」
に
対
し
て
も
「
虎
豹
之
屬
、
恒
淺
毛
」
と
注
釈
し
、

虎
を
土
に
属
す
る
「
倮
虫
」
と
見
な
し
、
金
に
は
配
当
し
な
い
。 

(

4) 

『
白
虎
通
義
』
性
情
「
肝
所
以
仁
者
何
。
肝
、
木
之
精
也
、
仁
者
好
生
…
…(

中
略)

…
…
肺
所
以
義
者
何
。
肺
者
、
金
之
精
、
義
者
斷
決
…
…(

中
略)

…
…
心
所
以
爲
禮
何
。
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心
、
火
之
精
也
。
南
方
尊
陽
在
上
、
卑
陰
在
下
、
禮
有
尊
卑
…
…(

中
略)

…
…
火
照
有

似
於
禮
、
上
下
分
明
。
腎
所
以
智
何
。
腎
者
、
水
之
精
。
智
者
、
進
而
止
無
所
疑
惑
。

水
亦
進
而
不
惑
…
…(

中
略)

…
…
脾
所
以
信
何
。
脾
者
、
土
之
精
也
。
土
尚
任
養
萬
物

爲
之
象
、
生
物
無
所
私
、
信
之
至
也
…
…
」 

『
漢
書
』
巻
二
十
一
上 

律
暦
志
上
「
協

之
五
行
、
則
角
爲
木
、
五
常
爲
仁
、
五
事
爲
貌
。
商
爲
金
爲
義
爲
言
、
徴
爲
火
爲
禮
爲

視
、
羽
爲
水
爲
智
爲
聴
、
宮
爲
土
爲
信
爲
思
」 

巻
二
十
六 

天
文
志
「
歳
星
曰
東
方
春

木
、
於
人
五
常
仁
也
、
五
事
貌
也
…
…(

中
略)

…
…
熒
惑
曰
南
方
夏
火
、
禮
也
、
視
也

…
…(

中
略)

…
…
太
白
曰
西
方
秋
金
、
義
也
、
言
也
…
…(

中
略)

…
…
辰
星
曰
北
方
冬
水
、

知
也
、
聴
也
…
…(

中
略)
…
…
填
星
曰
中
央
季
夏
土
、
信
也
、
思
心
也
」 

(

5) 

ま
た
、
詩
緯
や
孝
経
緯
に
も
同
様
の
配
当
の
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
群
書
類
従
』

巻
四
百
六
十
二 

諸
道
勘
文
「
神
樞
靈
轄
云
、
詩
緯
云
、
水
神
信
也
。
又
云
、
水
之
精

主
信
云
々
」 

『
五
行
大
義
』
論
五
常
「
鄭
玄
注
禮
記
中
庸
篇
、
木
神
則
仁
、
金
神
則

義
、
火
神
則
禮
、
水
神
則
信
、
土
神
則
智
。
詩
緯
等
、
亦
同
」 

『
礼
記
正
義
』
王
制

疏
「
孝
経
説
云
、
性
者
生
之
質
。
若
木
性
則
仁
、
金
性
則
義
、
火
性
則
禮
、
水
性
則
信
、

土
性
則
知
」 

(

6) 

鄭
玄
は
『
周
易
乾
鑿
度
』
に
注
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
周
易
乾
鑿

度
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

(

7) 

『
続
漢
書
』
五
行
志
一 

劉
昭
注
所
引
。 

(

8) 

同
。 

(

9) 

同
書 

五
行
志
二 

劉
昭
注
所
引
。 

(

10) 

同
書 

五
行
志
三 

劉
昭
注
所
引
。 

(

11) 

『
礼
記
正
義
』
月
令
疏
所
引
。 

(

12) 

各
季
節
で
「
休
廢
之
脂
膏
」
（「
休
廢
」
と
い
う
よ
り
も
「
死
」
に
当
た
る
と
考
え

ら
れ
る
）
を
用
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
冬
―
―
（
水
王
、
木
相
、
火
死
、
土
囚
、

金
休
）
―
→
羊
（
火
）
の
脂
を
用
い
る
」
「
秋
―
―
（
金
王
、
水
相
、
木
死
、
火
囚
、

土
休
）
―
→
鶏
（
木
）
の
脂
を
用
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
屈
に

拠
っ
て
、
経
文
の
「
膏
腥
」
と
い
う
言
葉
を
「
雞
膏
也
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。 

 
 

同
じ
箇
所
に
つ
い
て
、
杜
子
春
の
説
は
以
下
の
よ
う
に
云
う
。 

膏
臊
、
犬
膏
。
膏
腥
、
豕
膏
也
。
鱻
、
魚
也
。
羽
、
鴈
也
。
膏
羶
、
羊
脂
也
。 

こ
れ
に
基
づ
く
と
、
「
夏
―
―
犬
膏
」
「
秋
―
―
豕
膏
」
「
冬
―
―
羊
膏
」
と
な
る
。
材

料
が
少
な
い
の
で
断
定
し
難
い
が
、
月
令
で
は
犬
を
秋
、
豕
を
冬
、
羊
を
春
に
配
当
し

て
お
り
、
杜
説
は
、
各
季
節
で
次
の
季
節
に
当
た
る
家
畜
の
脂
を
用
い
る
と
解
釈
し
て

い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
（
黄
以
周
『
礼
書
通
故
』
食
礼
通
故
は
、
杜
説
で
は
春
に
鶏

膏
（
鶏
は
月
令
で
夏
に
当
た
る
）
が
配
当
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
鶏
か
ら
脂
が
取
れ
な
い

た
め
に
省
い
た
と
、
推
論
し
て
い
る
）。 

ま
た
、
鄭
衆
は
「
膏
香
」
を
牛
脂
、「
膏
臊
」
を
豕
脂
と
解
し
、「
春
―
―
牛
脂
」「
夏

―
―
豕
脂
」
と
い
う
構
図
に
す
る
が
、
何
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
の
か
は
不
明

で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
「
『
膏
腥
』、
雞
膏
也
」
と
い
う
解
釈
は
先
儒
の
説
と
異
な
り
、
鄭
玄
独

自
の
説
と
考
え
ら
れ
る
。 
(

13) 

『
周
礼
注
疏
』
夏
官
疏
引
『
周
易
』
説
卦
伝 

鄭
玄
注
。
な
お
、
賈
公
彦
疏
は
こ
の

鄭
注
を
引
き
、
羊
は
火
に
も
金
に
も
属
す
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た

引
文
を
見
る
限
り
で
は
、
鄭
注
は
羊
を
金
に
属
す
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。 

(

14) 

鄭
玄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

名
曰
月
令
者
、
以
其
記
十
二
月
政
之
所
行
也
。
本
呂
氏
春
秋
十
二
月
紀
之
首
章
也
。

以
禮
家
好
事
抄
合
之
、
後
人
因
題
之
名
曰
禮
記
、
言
周
公
所
作
。
其
中
官
名
時
事
、

多
不
合
周
法
。（『
礼
記
正
義
』
月
令
疏
引
『
三
礼
目
録
』） 

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
月
令
の
孟
夏
之
月
に
見
ら
れ
る
「
命
太
尉
、
賛
桀
俊
、
遂
賢
良
、

舉
長
大
」
と
い
う
字
句
に
つ
い
て
、
鄭
注
は
「
三
王
之
官
有
司
馬
、
無
大
尉
。
秦
官
則

有
大
尉
」
と
指
摘
す
る
。
実
際
に
月
令
が
「
秦
世
之
書
」（
『
周
礼
』
春
官 

亀
人 

鄭
玄

注
）
で
あ
る
か
は
と
も
あ
れ
、
鄭
玄
は
こ
れ
を
「
多
不
合
周
法
」
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
車
行
健
「
論
鄭
玄
對
《
禮
記
・
月
令
》
的
考
辨
」（
『
東
華
人
文
学
報
』
第
一
期
、

一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。 

(

15) 

こ
れ
は
一
般
的
な
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
天
円
に

は
「
毛
蟲
之
精
者
曰
麟
、
羽
蟲
之
精
者
曰
鳳
、
介
蟲
之
精
者
曰
龜
、
鱗
蟲
之
精
者
曰
龍
、

倮
蟲
之
精
者
曰
聖
人
」
と
あ
り
、
倮
虫
に
人
間
を
当
て
て
い
る
。 

(

16) 

そ
も
そ
も
五
行
に
分
類
し
に
く
い
の
に
加
え
、
『
周
礼
』
春
官 

大
司
楽
に
「
凡
六

樂
者
、
一
變
而
致
羽
物
及
川
澤
之
示
。
再
變
而
致
臝
物
及
山
林
之
示
。
三
變
而
致
鱗
物

及
丘
陵
之
示
。
四
變
而
致
毛
物
及
墳
衍
之
示
。
五
變
而
致
介
物
及
土
示
。
六
變
而
致
象

物
及
天
神
」
と
あ
り
、
五
虫
・
五
地
の
組
み
合
わ
せ
が
一
致
し
な
い
た
め
か
。 

(
17) 

『
続
漢
書
』
五
行
志
一 

劉
昭
注
所
引
。 

(
18) 
同
書 

五
行
志
二 

劉
昭
注
所
引
。 

(

19) 
『
文
献
通
考
』
郊
社
考
二
十
一 

祈
禳
所
引
。 

(

20) 
『
続
漢
書
』
五
行
志
一 

劉
昭
注
所
引
。 

(

21) 

同
書 
五
行
志
三 

劉
昭
注
所
引
。 

(

22) 

鄭
玄
に
よ
る
と
、
「
昊
天
上
帝
」
の
こ
と
（『
尚
書
正
義
』
虞
書 

舜
典 

疏
「
鄭
玄
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篤
信
讖
緯
、
以
爲
、
昊
天
上
帝
謂
天
皇
大
帝
、
北
辰
之
星
也
。
五
帝
謂
靈
威
仰
等
、
太

微
宮
中
有
五
帝
座
星
。
是
也
。
如
鄭
之
言
、
天
神
有
六
也
」
）
。「
昊
天
上
帝
」
は
、『
周

礼
』
春
官 

大
宗
伯
に
見
え
る
。 

(

23) 
池
田
秀
三
「
鄭
玄
の
六
天
説
と
両
漢
の
礼
学
」（
渡
邉
義
浩
編
『
両
漢
儒
教
の
新
研

究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。 

(

24) 

郊
が
天
へ
の
祭
祀
で
あ
る
と
い
う
の
は
、『
礼
記
』
郊
特
牲
及
び
『
孝
経
緯
』
に
基 

づ
く
（
郊
特
牲
「
郊
之
祭
也
、
迎
長
日
之
至
也
。
大
報
天
、
而
主
日
也
。
兆
於
南
郊
、

就
陽
位
也
」 

『
周
礼
』
春
官 

大
司
楽 

鄭
玄
注
「
孝
經
説
曰
、
祭
天
南
郊
、
就
陽
位
」
）。

鄭
玄
が
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
、
郊
祭
を
南
郊
で
行
な
う
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
確
認
で
き
る
（『
礼
記
』
祭
法 

鄭
注
「
祭
上
帝
於
南
郊
、
曰
郊
」）。 

(

25) 

『
周
礼
』
春
官 

大
宗
伯 
鄭
玄
注
「
昊
天
上
帝
、
冬
至
於
圜
丘
所
祀
、
天
皇
大
帝
」 

(

26) 

同 

鄭
玄
注
「
王
者
又
各
以
夏
正
月
、
祀
其
所
受
命
之
帝
於
南
郊
、
尊
之
也
」 

(

27) 

『
周
礼
』
春
官 

大
司
楽
に
見
え
る
祭
祀
で
あ
る
（「
夏
日
至
、
於
澤
中
之
方
丘
奏

之
。
若
樂
八
變
、
則
地
示
皆
出
、
可
得
而
禮
矣
」）。 

(

28) 

大
宗
伯
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
玉
器
が
、
天
地
四
方
の
最
高
神
に
対
応
し
て
い
る
と

い
う
考
え
は
、
『
儀
礼
』
覲
禮
「
方
明
者
、
木
也
。
方
四
尺
、
設
六
色
、
東
方
青
、
南

方
赤
、
西
方
白
、
北
方
黑
、
上
玄
、
下
黄
。
設
六
玉
、
上
圭
、
下
璧
、
南
方
璋
、
西
方

琥
、
北
方
璜
、
東
方
圭
」
に
対
す
る
鄭
注
に
も
見
え
る
。 

方
明
者
、
上
下
四
方
神
明
之
象
也
。
上
下
四
方
之
神
者
、
所
謂
神
明
也
。
會
同
而

盟
明
神
監
之
、
則
謂
之
天
之
司
盟
。
有
象
者
、
猶
宗
廟
之
有
主
乎
。 

六
色
象
其
神
、
六
玉
以
禮
之
。
上
宜
以
蒼
璧
、
下
宜
以
黄
琮
。
而
不
以
者
、
則
上

下
之
神
、
非
天
地
之
至
貴
者
也
。 

方
明
に
嵌
め
込
ま
れ
た
玉
の
色
・
形
が
、
大
宗
伯
「
以
蒼
璧
禮
天
、
以
黄
琮
禮
地
」
に

合
致
し
な
い
た
め
に
、
方
明
は
「
天
地
之
至
貴
者
」
で
は
な
く
「
上
下
之
神
」
を
象
る

に
過
ぎ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
大
宗
伯
の
文
言
が
「
天
地
之
至
貴
者
」

に
対
応
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

そ
も
そ
も
、
『
周
易
』
坤 

文
言
伝
に
「
天
玄
而
地
黄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
に
玄
、

地
に
黄
を
当
て
る
の
は
、
古
代
中
国
で
は
ご
く
普
通
の
発
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
鄭
玄

は
『
周
礼
』
を
重
ん
じ
る
の
で
、
そ
れ
と
合
致
し
な
い
記
述
は
、
一
段
低
く
扱
う
の
で

あ
る
。 
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